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 私は個人事業主として事業をしていましたが、諸般の事情から事業を廃止することとしました。この場

合、提出すべき届出書や確定申告について注意すべき点はありますか？  

  

解説 
 

１． 届出書について 

事業を廃止した場合は下記の届出書の提出が必要です。 

届出書等 税目 内容
1 個人事業の廃業届出書 所得税 個人事業主が事業を廃止したとき
2 青色申告の取りやめ届出書 所得税 青色事業者が事業を廃止したとき
3 消費税の事業廃止届出書 消費税 消費税の課税事業者が事業を廃止したとき
4 課税事業者選択不適用届出書 消費税 課税事業者を選択している事業者が事業を廃止したとき
5 簡易課税制度選択不適用届出書 消費税 簡易課税を選択している事業者が事業を廃止したとき
6 課税期間特例選択不適用届出書 消費税 課税期間の特例を選択している事業者が事業を廃止したとき
※３の消費税の事業廃止届出書を提出した場合、4～6の不適用届出書を提出したものとして取り扱われます  

２． 確定申告書の作成についての注意点 

①確定申告書の提出期限 

 通常の確定申告と同様に、翌年の３月１５日までです。 

②事業用資産 

 事業を廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等の資産は、事業を廃止した 

 時点で、事業として時価で譲渡したものとみなされます。消費税は課税対象となり、 

 譲渡所得として課税されます。 

③棚卸資産の処理 

 事業の廃止時点で残っている在庫は時価で売却したものとして、事業所得として 

 課税されます。廃棄する場合は証拠資料を残しておくと安心です。 

④事業主貸と事業主借 

 事業主貸や事業主借は帳簿上の事業と個人のやり取りですので、そのやり取りを 

 きちんと清算（＝ゼロ）して、帳簿を閉じる必要があります。 

要するに… 
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 個人事業者が事業を廃止した場合の注意点 

個人事業を比較的安易にやめる方がおりますが、事業をやめる場合には届出書や確定申告書の

作成・提出する際に、いろいろ注意すべき点があります。慎重に廃業の手続きを進めることで無

駄な出費を避けることができます。 

個人事業主が事業を廃止するときは、一定の届出書を税務署等に提出しなければなりませ
ん。また、確定申告書を作成するうえでの注意すべき点があります。 


